
あま市

あま市の特色
あま市は、名古屋市の西隣に位置しており、古くから

尾張七宝や刷毛の製造等ものづくりが身近な地域で
す。現在でも自動車部品や金属製品を中心に多種多様
の元気な企業が立地しています。
市内には名古屋第二環状自動車道、東名阪自動車道、

西尾張中央道などの高速道路・主要幹線道路が走り、
西に東に全国各地へ“あっという
ま”に企業活動を拡げていくこと
ができます。また、名古屋鉄道津
島線の３つの駅があり、名鉄名古
屋駅まで２０分程度と、就業者の
通勤や雇用においても優れた立
地環境を有しています。是非、あ
ま市への企業立地をご検討くだ
さい。

担当：建設産業部企業誘致対策課　　tel：０５２-４４4-1372　fax：０５２-４４1-8387

■あま市高度先端産業立地奨励金
市内に高度先端産業の工場を新設又は増
設する中小企業者を支援します。
＜認定要件＞
固定資産取得費用（土地を除く）２億円以上
新規常用雇用者数　原則５人以上
＜補助内容＞
固定資産取得費用の10％（既存の工場等
の建物内に新たに機械設備を設置する場
合又は工場等の建物を賃借する場合は5
％）に相当する額を奨励金として交付しま
す。
限度額１億円。

■あま市企業再投資促進補助金
市内に１０年以上、かつ県内に２０年以上
立地する企業で、製造業等のための工場・
研究所を市内に新設又は増設する企業を
支援します。
＜交付要件＞
（投資規模要件）
中小企業・中堅企業：１億円以上み な し 大 企 業　
大 　 企 　 業：２５億円以上
（雇用要件）
中小企業・中堅企業：25人以上み な し 大 企 業　
大 　 企 　 業：5０人以上
＜補助内容＞
固定資産取得費用（土地除く）の10％又
は8％を補助します。限度額２億円。

■あま市企業立地促進奨励金
市内に物品の製造・加工の用に供する工場等
を新設又は増設する企業を支援します。
＜交付要件＞
新増設する工場等に係る固定資産(家屋・償
却資産)取得費用５億円(中小企業者は１億
円)以上
＜補助内容＞
新増設した工場等の操業日後に係る各年度
の固定資産税(家屋・償却資産に課するもの)
相当額の３年間分
上限　各年度１億５千万円

■あま市工場立地法地域準則条例
市内の準工業地域、工業地域、市街化調整区
域において緑地面積率、環境施設面積率及
び重複緑地算入率を緩和しています。
＜緩和内容＞

＜詳細は下記ＨＰをご覧ください＞
https://www.city.ama.aichi.jp/bussiness/sangyo/1003786

あま市長　八島 堅志
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弥富市
弥富市の特色
　弥富市は、愛知県の西部に位置し、西側は三重県に隣接しています。
総面積は48.28ｋ㎡、東西約9㎞、南北約15㎞の南北に長い地形です。
　古くから日本有数の金魚の産地であり、農産物に関しては県内で最も
早く新米が出荷され、トマトやナス、みつばの生産も盛んです。

　市内には、東名阪自動車道弥富ＩＣ、国道１号、国
道155号、伊勢湾岸自動車道湾岸弥富ＩＣ、国道23
号、西尾張中央道があり東西南北の交通便がよく、
鉄道においてもＪＲ関西本線、近鉄名古屋線、名鉄
尾西線が通っており、大変交通アクセスに恵まれて
います。
　さらに、南部の名古屋港西部臨海工業地帯には
鍋田ふ頭と弥富ふ頭の二つのふ頭があり、航空宇
宙産業や物流産業等、多くの企業が立地しています。

担当：建設部産業振興課　　tel：０５６７-６５-１１１１　fax：０５６７-67-4011

■弥富西末広地区工業用地について
この度、愛知県企業庁の新規工業用地として「弥富西末広地区」を開発する
ことが決定されました。
本地区は名古屋港鍋田ふ頭まで約4㎞、弥富ふ頭まで約５㎞に位置する約
12haの地区です。
東西軸の伊勢湾岸自動車道湾岸弥富IC、国道２３号及び南北軸の西尾張中
央道など広域道路ネットワークが利用でき、更に周辺では、南北軸となる災
害に強い高規格道路一宮西港道路も計画されており、交通のアクセスが大
変優れた地区です。
＜開発計画の概要＞
・所在地　弥富市西末広地内
・開発面積　12.3ha
・分譲面積　8.9ha
・事業期間　～2032年度（予定）
・建築物等の用途　製造業を営む工場又はこれに関連する研究開発施設
並びに流通業務施設

弥富市長　安藤 正明
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地域未来投資促進法
（工場立地特例対象区域）
楠　１丁目～３丁目
富浜１丁目～５丁目

工場立地法（市準則）
（工業地域）

（工業専用地域）
（市街化調整区域）

５％以上 ５％以上
環境施設面積率 ５％以上 １０％以上
重複緑地算入率 ５０％以内 ５０％以内

■工場立地法の緑地面積率等の緩和


